
令和７年度〔第３四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
総合企画部

（注）※１、※２の説明

企画調整課 滋賀県ブース撤去業務
委託

大阪・関西万博の滋賀
県ブースに係る解体撤
去業務

令 和 7 年 10 月 1 日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 TOPPAN・Jコミ・日本旅
行・TSP太陽・KEIBUN共
同企業体

23,210,000 展示に用いた演出装置の技術的特殊性から、当
該装置を毀損することなく撤去・搬出可能なのは
展示制作を行った事業者に限られ、他の事業者
に本業務を代替することはできないため。

2 3イ

CO2ネットゼロ推
進課

令和７年度ペロブスカイ
ト太陽電池社会実装モ
デル構築業務委託

県有施設へのペロブス
カイト太陽電池の導入
および施工見学会・普
及啓発等実施業務

令和7年11月17日 ～ 令 和 8 年 2 月 27 日 京セラコミュニケーショ
ンシステム株式会社

235,103,000 本業務は、今年度新たに社会実装が始まったペ
ロブスカイト太陽電池を製造メーカーより調達、
設計および施工が可能な事業者により、各県有
施設の屋根条件に合わせた施工方法の検討お
よび施工を行うという真に高度かつ専門的な知
識・技術・企画力・ノウハウ等が要求される業務
であり、業務の遂行に当たっては、建築分野とエ
ネルギー分野に精通しているとともに設計を含
めた計画立案能力を有していることが求められ
る。
上記の理由により、本事業はプロポーザル方式
により契約の相手方を選定したため。
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根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等


